
遠賀郡消防合同出初式

　１月 11日、芦屋町総合運動公園で遠賀郡内の消防団と遠
賀郡消防本部、航空自衛隊芦屋基地消防班、約 300 人が参
加して開催されました。
　式典では、地震を想定した救助活動展示や祝賀放水など
が披露されました。また、日本消防協会による表彰も行われ、
遠賀町消防団の日頃の功績や実績が認められ、竿

かん

頭
とう

綬
じゅ

の表
彰を受けたほか、多数の団員が表彰されました。

　町の安全を守る消防団員は随時募集しています。詳しい
内容は、お問い合わせください。
●問い合わせ　庶務係

祝賀放水の様子
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公共下水道・農業集落排水整備済地区（左図の色つき地域）のみなさんへ

水洗便所が使えます 生活環境が良くなります 川や海がきれいになります

■速やかに下水道に接続してください
　下水道が整備されても区域内の皆さんに積極的に活用してもらわなければ、多額の建設費を投じた下
水道の効果が発揮できません。また、使用料収入でまかなわれるため、多くの人が利用することで、安
定した経営に大きな効果をもたらします。速やかに必要な排水設備を設置し、下水道接続工事を行って
ください。

■現在の接続状況
　公共下水道事業・農業集落排水事業を合わせた下水道接続率は 85％です。

■あなたの義務です
　供用（使用）開始から３年以内に下水道に接続し水洗化することが、下水道法などで義務付けられ
ています。

■もし下水道や合併処理浄化槽がなかったら
▽食器を洗った台所排水や風呂の洗い水などが川や海に直接流れ、生活環境が悪くなります。
▽便所や側溝から悪臭が発生し、不衛生になります。
▽汚れた水によって川や海の生物が生きにくくなります。

下水道に接続してください

下水道は快適なくらしと水環境の改善に
大きな効果があります。

■水洗化で快適な生活になります
▽水洗便所が利用できるので、くみ取り便所のにおいがなくなります。
▽くみ取り便所のくみ取りが不要になります。
▽風呂や台所などの生活排水がすべて下水管に流されるため、ハエ・蚊などが少なくなります。
▽浄化槽の維持管理費、汚泥の清掃費、機械の修繕などが不要になります。
▽便所を水洗化することによって、だれでも安心して衛生的に利用できます。
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■下水道への接続や使用にかかる費用は
【接続工事費】

▽一般的な家屋の場合、平均的な工事費は 60 万から 70 万円程度です。
▽合併処理浄化槽から公共下水道桝への切り替えの場合、平均的な工事費は 20 万円程度です。
▽接続工事は排水設備指定工事店で行わなければなりません。

【下水道使用料】
下水道使用料は、上水道使用量から算出し、上水道料金と合わせて請求します。
　{ 基本料金（10㎥まで１３５０円）+超過料金（１㎥につき１７５円）}＋消費税

【その他】
「水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給制度」があります。詳しい内容はお問い合わせください。

●問い合わせ　環境課　☎０９３（２９３）１２３４
　▽下水道工事について　下水道工務係
　▽使用料・融資あっせんについて　下水道管理係
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凡　　例
公共下水道　供用開始区域
農業集落排水　整備済区域

農業集落排水事業

遠賀北部地区
（若松、鬼津、尾崎地区）

公共下水道事業
供用開始区域

農業集落排水事業
尾倉・若葉台地区

農業集落排水事業
老良地区

公共下水道・農業集落排水整備済区域
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申告受付の流れ

　支払った医療費が全額戻ってくることはありませんのでご注意ください。
●医療費控除額の計算方法

その年中に
支払った医療費

−
保険金などで
補填される金額

−
10万円又は所得金額の5％

（どちらか少ない額）
＝ 医療費控除

（最高200万円）

●必要書類
①医療費の領収書

要介護認定を受けた寝たきりの人のおむつ代は、福祉課高齢者支援係が発行す
る証明書、または医師が発行するおむつ使用証明書が必要です。

②医療費の明細書
明細書の用紙は、税務課に用意していますが、自作の明細書でも構いません。

※だれが、どこに、いくら支払ったかを分かるように作成してください。
③保険などで補てんされた金額の明細書

医療費控除の基礎知識

の
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告
が始ま

り
ま
す
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岡
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に
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が
で
き
る
会
場

所得税の確定申告
を行いますか？

スタート

所申告フローチャート
町・県民税の申告が必要か確認しましょう

いいえ

いいえ

いいえ

所得税の確定申告を
行うことで、住民税
の申告も行ったこと
になります。

給与所得、退職所得、公
的年金などの所得以外
の所得がありますか？

町
・
県
民
税
の

申
告
が
必
要
で
す
。

年末調整などで申告済
みの所得控除に追加や
修正、または、年金収
入 400 万円未満で社会
保険料など所得控除に
追加がありますか？

ゴール

無収入であれば申告の
必要はありません。た
だし、国民健康保険税
の軽減措置などの基礎
資料が必要な場合は、
申告が必要です。

ゴール

ゴール

はい

はい

はい

キリトリ
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岡垣町海老津駅前１２－８ ★ホームページ★ http://yoshida-jyuuken.com☎２８３－２０４２

不 動 産
リフォーム

家を売りたい、土地を売りたい・・家を売りたい、土地を売りたい・・
不動産売買なら吉田住建に
おまかせ下さい！

どうぞお気軽にご相談下さい(*^-^*)

ご相談 査 定 は 無料無料 です

二級建築士も２名在籍しております。
小さな工事からリフォームまでおまかせ下さい。

Public News
2015.1.25

■遠賀町役場

☎ 093（293）1234
℻ 093（293）0806

■遠賀町中央公民館

☎ 093（293）1355
℻ 093（293）5533

■駅前サービスセンター

☎ 093（293）8233
℻ 093（293）8234

■遠賀コミュニティーセンター

☎ 093（293）6525
℻ 093（293）7057

■遠賀体育センター

☎ 093（293）5434

■遠賀町立図書館

☎ 093（293）9090
℻ 093（293）9091

■ふれあいの里センター

☎ 093（293）2030
℻ 093（293）8506

■遠賀町消費生活相談窓口

☎ 093（293）7783

遠賀町ホームページ

http://www.town.onga.lg.jp

遠賀町ホームページ

http://www.town.onga.lg.jp

地元岡垣にて開業38年、長年の経験と地域に根ざした豊富な情報力
で、適正に価格を査定いたします。
スタッフ全員が宅建主任者（国家資格）、安心の地元の不動産業者です。

☎ 093-293-5322

身近な街の法律家です。お気軽にご相談下さい。

行政書士

遠賀町浅木382-4

遺言書の作成
相続・離婚問題
官公署提出書類の作成
経営体質の改善
家計・各種保険の見直し

各種法人の設立
成年後見人
契約書･示談書･公正証書の作成
経営上の諸問題
ライフプラン作成、手持ち資産の活用

わ
ん
ぱ
く
教
室

～
鬼
さ
ん
と
お
と
も
だ
ち
～

　

節
分
の
豆
ま
き
を
し
ま
し
ょ
う
。

●
と　
き　
２
月
３
日（
火
）

　
午
前
10
時
～
11
時
30
分

［
受
付
］午
前
９
時
30
分
～
10
時

●
対　
象　
町
内
に
在
住
の
生
後
４

か
月
か
ら
就
学
前
ま
で
の
乳
幼
児

と
保
護
者

●
と
こ
ろ　
遠
賀
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

セ
ン
タ
ー

●
持
っ
て
く
る
も
の　
お
茶
、
お
し

ぼ
り
、
新
聞
紙
、
ク
レ
ヨ
ン

●
費　
用　
無
料

●
問
い
合
わ
せ　
健
康
対
策
係

４
か
月
児
健
康
診
査

●
と　
き 

２
月
５
日（
木
）

［
受
付
］

　
前
半　

午
後
１
時
～
１
時
10
分

　
後
半　
午
後
１
時
40
分
～
１
時
50
分

●
対　
象　
平
成
26
年
９
月
か
ら
10

月
ま
で
に
生
ま
れ
た
乳
児

●
と
こ
ろ　
遠
賀
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

セ
ン
タ
ー

●
内　
容　
医
師
の
診
察
、
身
体
計

測
、
お
母
さ
ん
の
歯
科
健
診
、
保

健
師
・
栄
養
士
の
健
康
相
談
、
離

乳
食
集
団
指
導
、
離
乳
食
の
試
食

●
持
っ
て
く
る
も
の　
母
子
健
康
手

帳
、
健
康
診
査
票
、
ア
ン
ケ
ー
ト
、

お
母
さ
ん
の
歯
の
健
診
票
、
バ
ス

タ
オ
ル

●
費　
用　
無
料

●
問
い
合
わ
せ　
健
康
対
策
係

の
び
の
び
ク
ッ
キ
ン
グ

（
幼
児
食
教
室
）

　

幼
児
期
の
食
事
の
悩
み
を
栄
養
士

の
講
話
な
ど
で
解
決
し
ま
せ
ん
か
。

●
と　
き　
２
月
20
日（
金
）

［
受
付
］午
前
10
時
～
10
時
30
分

●
と
こ
ろ　
遠
賀
町
中
央
公
民
館

親
子
エ
ア
ロ
ビ
体
験
教
室

　

育
児
に
よ
る
疲

れ
を
解
消
す
る
た

め
、
親
子
エ
ア
ロ

ビ
に
参
加
し
ま
せ

ん
か
。
親
子
の
ふ

れ
あ
い
の
時
間
に
も
な
り
ま
す
。

●
と　
き　
２
月
14
日（
土
）

　
午
前
10
時
30
分
～
11
時
30
分

●
と
こ
ろ　
地
域
子
育
て
支
援
ひ
ろ

ば「
ぐ
っ
ぴ
い
」

●
対　
象　
地
域
子
育
て
支
援
ひ
ろ

ば「
ぐ
っ
ぴ
い
」に
登
録
し
て
い
る
人

●
定　
員　
先
着
15
組

●
費　
用　
１
組

300
円

●
問
い
合
わ
せ　
地
域
子
育
て
支
援

ひ
ろ
ば「
ぐ
っ
ぴ
い
」

　
☎
０
９
３（
２
９
３
）１
９
１
９

※
水
・
木
・
金
曜
日
の
み
で
す
。

遠
賀
町
町
制
施
行
50
周
年
企
画

「
西
川
・
遠
賀
川
の
変
遷
を
た
ず
ね
て
」

　

西
川
・
遠
賀
川
の
流
れ
を
慶
長
、

正
保
、
元
禄
、
現
在
の
地
図
で
災
害

改
修
の
歴
史
を
た
ど
り
ま
す
。

●
と　
き　
２
月
１
日（
日
）～
15
日（
日
）

●
と
こ
ろ
・
問
い
合
わ
せ　
図
書
館

●
対　
象　
１
歳
か
ら
就
学
前
ま
で

の
幼
児
と
保
護
者

●
定　
員　
先
着
８
組

※
申
込
者
多
数
の
場
合
は
、
今
年
度

初
め
て
参
加
す
る
人
を
優
先
し
ま
す
。

●
内　
容　
栄
養
士
の
講
話

　
※
託
児
が
あ
り
ま
す
。

●
持
っ
て
く
る
も
の　
上
履
き
、
託

児
に
必
要
な
着
替
え　

な
ど

●
費　
用　

100
円

●
申
込
期
限　
２
月
６
日（
金
）

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
健
康
対
策
係
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※有料広告の内容は、直接広告主にお問い合わせください。

有
料
広
告
欄

※有料広告の内容は、直接広告主にお問い合わせください。

有
料
広
告
欄

P
u

b
lic

 N
e

w
s

岡垣町海老津駅前１２－８ ★ホームページ★ http://yoshida-jyuuken.com☎２８３－２０４２

不 動 産
リフォーム

家を売りたい、土地を売りたい・・家を売りたい、土地を売りたい・・
不動産売買なら吉田住建に
おまかせ下さい！

どうぞお気軽にご相談下さい(*^-^*)

ご相談 査 定 は 無料無料 です

二級建築士も２名在籍しております。
小さな工事からリフォームまでおまかせ下さい。

Public News
2015.1.25

■遠賀町役場

☎ 093（293）1234
℻ 093（293）0806

■遠賀町中央公民館

☎ 093（293）1355
℻ 093（293）5533

■駅前サービスセンター

☎ 093（293）8233
℻ 093（293）8234

■遠賀コミュニティーセンター

☎ 093（293）6525
℻ 093（293）7057

■遠賀体育センター

☎ 093（293）5434

■遠賀町立図書館

☎ 093（293）9090
℻ 093（293）9091

■ふれあいの里センター

☎ 093（293）2030
℻ 093（293）8506

■遠賀町消費生活相談窓口

☎ 093（293）7783

遠賀町ホームページ

http://www.town.onga.lg.jp

遠賀町ホームページ

http://www.town.onga.lg.jp

地元岡垣にて開業38年、長年の経験と地域に根ざした豊富な情報力
で、適正に価格を査定いたします。
スタッフ全員が宅建主任者（国家資格）、安心の地元の不動産業者です。

☎ 093-293-5322

身近な街の法律家です。お気軽にご相談下さい。

行政書士

遠賀町浅木382-4

遺言書の作成
相続・離婚問題
官公署提出書類の作成
経営体質の改善
家計・各種保険の見直し

各種法人の設立
成年後見人
契約書･示談書･公正証書の作成
経営上の諸問題
ライフプラン作成、手持ち資産の活用

　

マ
イ
ク
ロ
バ
ス
の
運
転
手
募
集

（
委
託
契
約
）

●
募
集
人
数　
若
干
名

●
対　

象　
「
大
型
免
許
」か「
大
型

二
種
免
許
」を
持
ち
、
宿
泊
を
含

む
長
距
離
運
転
が
可
能
で
、
連
絡

が
取
り
や
す
く
、
委
託
業
務
を
遂

行
で
き
る
健
康
な
人

●
委
託
内
容　
町
の
マ
イ
ク
ロ
バ
ス

で
県
内
外
の
目
的
地
ま
で
の
送
迎

※
日
時
な
ど
は
不
定
期
で
宿
泊
を
伴

う
場
合
も
あ
り
ま
す
。

●
委
託
期
間　
平
成
27
年
4
月
1
日

（
水
）～
平
成
28
年
3
月
31
日（
木
）

※
契
約
更
新
可
能
で
す
。

●
委
託
料　
稼
働
時
間
に
応
じ
て
支

払
わ
れ
ま
す
。

●
申
込
期
間　
１
月
26
日（
月
）～
２

月
20
日（
金
）

※
土
日
・
祝
日
は
除
き
ま
す
。

●
申
込
方
法　
履
歴
書（
市
販
の
も
の

に
写
真
貼
付
）、
運
転
免
許
証
の
写

し
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
面
接
で
選
考
し
ま
す
。
面
接
日
、

面
接
時
間
は
後
日
連
絡
し
ま
す
。

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　
管
財
係

再
生
品
展
示
販
売
の
お
知
ら
せ

　

中
間
・
遠
賀
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ

で
は
、
ご
み
の
分
別
収
集
に
よ
る
ご

み
の
減
量
化
、
再
資
源
化
を
行
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
一
環
と
し
て
、
ご
み

と
し
て
出
さ
れ
た
家
具
類
な
ど
を
再

生
し
、
展
示
販
売
し
ま
す
。
な
お
、購

入
品
は
配
達
し
ま
せ
ん
の
で
、各
自
で

搬
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
と
こ
ろ　
中
間
・
遠
賀
リ
サ
イ
ク

ル
プ
ラ
ザ（
中
間
市
大
字
垣
生
）

●
対　
象　
中
間
市
・
遠
賀
郡
に
在

住
の
人

●
内　
容　
タ
ン
ス
・
食
器
棚
・
テ
ー

ブ
ル
な
ど
約
80
点

●
申
込
方
法　
中
間
・
遠
賀
リ
サ
イ

ク
ル
プ
ラ
ザ
に
用
意
し
て
い
る
申

込
用
紙
に
必
要
事
項
を
ご
記
入
の

上
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
申
込
期
間

▽
３
月
２
日（
月
）～
３
月
７
日（
土
）

午
前
９
時
～
午
後
４
時
30
分

▽
３
月
８
日（
日
）

　
午
前
９
時
～
11
時
30
分

●
抽
選
日　
３
月
８
日（
日
）受
付
終
了
後

※
抽
選
は
多
数
の
申
し
込
み
が
あ
っ

た
も
の
の
み
で
す
。
当
選
者
に
は
、

は
が
き
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
搬
出
期
間　
抽
選
終
了
後
～
３
月

14
日（
土
）正
午

●
問
い
合
わ
せ　
中
間
・
遠
賀
リ
サ

イ
ク
ル
プ
ラ
ザ

　
☎
０
９
３（
２
４
５
）５
３
７
４

甲
種
防
火
管
理
者
新
規
講
習

●
対　
象　
防
火
管
理
を
必
要
と
す

る
事
業
者
の
関
係
者
や
業
務
上
防

火
管
理
の
知
識
が
必
要
な
人

●
と　
き　
３
月
３
日（
火
）、４
日（
水
）

●
と
こ
ろ　
遠
賀
郡
消
防
本
部

●
定　
員　
先
着
50
人

●
費　

用　

３
７
０
０
円（
テ
キ
ス

ト
代
含
む
）

●
申
込
方
法　
遠
賀
郡
消
防
本
部
か

ぴっかぴっかの１年生

入学についてのお知らせ
◆新入学児童（小学１年生）の1日体験入学
●とき・ところ・問い合わせ

［受付］午前９時〜
［体験入学］午前９時20分〜

▽島門小学校　2月12日（木）　☎０９３（２９３）０００４
▽浅木小学校　2月19日（木）　☎０９３（２９３）０００９
▽広渡小学校　2月20日（金）　☎０９３（２９３）３７１１

◆小学校・中学校入学案内通知
　今春の小学校・中学校入学予定者に入学案内通知書を１月
下旬に送付しています。届いていない人はご連絡ください。
  なお、案内通知書は平成27年1月9日現在で遠賀町に住所
がある人に送付しています。
●入学式の日時

▽４月９日（木）　午前10時開式（各小学校）
▽４月８日（水）　午前10時開式（各中学校）
●問い合わせ　学校教育係

公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
受
講

申
込
書
に
必
要
事
項
を
ご
記
入
の

上
、写
真（
タ
テ
４
㎝
×
ヨ
コ
３
㎝
程

度
）を
添
え
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
込
期
間　

２
月
３
日（
火
）
～

　

24
日（
火
）

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
遠
賀
郡
消
防
本
部
予
防
課

　
☎
０
９
３（
２
９
３
）８
１
２
５

URLhttp://onga119.jp

す
ま
い
給
付
金
を

　
　
　
　
ご
活
用
く
だ
さ
い

　
「
す
ま
い
給
付
金
」は
、
昨
年
４
月

の
消
費
税
引
き
上
げ
に
よ
る
、
住
宅

購
入
者
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
国

土
交
通
省
が
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

受
給
の
条
件
や
支
給
額
、
申
請
方

法
な
ど
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

　
す
ま
い
給
付
金
事
務
局

　
☎
０
５
７
０（
０
６
４
）１
８
６

　　
（
音
声
案
内
）

※
毎
日　

午
前
9
時
～
午
後
5
時

ス
ポ
ー
ツ
の
結
果

福
岡
県
ね
ん
り
ん
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
祭

卓
球
交
流
会
福
岡
県
大
会

　

11
月
11
日
、
九
電
記
念
体
育
館
で

23
チ
ー
ム
46
人
が
参
加
し
て
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
町
内
か
ら
の
参
加
者
の

結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。（
敬
称
略
）

■
ラ
ー
ジ
ボ
ー
ル
男
子
ダ
ブ
ル
ス

第
３
位　
宇
野　

昭
信
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平成26年12月末現在（　 ）は前月比

●男
●転入
●出生

●女
●転出
●死亡

10,187
58
18

7,970
（＋1）

19,503
（−2）

9,316
60
9

　

自
立
の
意
思
が
あ
り
な
が
ら
、
や

む
を
得
な
い
事
情
で
ホ
ー
ム
レ
ス
と

な
り
、
健
康
で
文
化
的
な
生
活
が
で

き
な
い
人
々
が
多
数
存
在
し
ま
す
。

ホ
ー
ム
レ
ス
に
な
る
原
因
は
さ
ま
ざ

ま
で
す
。
不
況
、
産
業
構
造
の
変
化

な
ど
の
外
的
な
条
件
に
よ
っ
て
職
を

失
い
、
家
族
が
な
く
、
借
金
な
ど
の

理
由
で
親
類
や
知
人
と
連
絡
を
取
る

こ
と
が
で
き
ず
に
ホ
ー
ム
レ
ス
に
な

る
人
や
障
害
が
あ
る
が
軽
度
な
た
め

「
障
害
者
手
帳
」を
取
得
で
き
ず
、
一

般
的
な
仕
事
を
続
け
る
こ
と
が
困
難

で
ホ
ー
ム
レ
ス
に
な
る
人
も
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
や
む
を
得
ず
ホ
ー
ム

レ
ス
に
な
っ
た
状
況
な
ど
を
理
解
せ

ず
、
ホ
ー
ム
レ
ス
で
あ
る
と
い
う
理

由
だ
け
で
、
嫌
が
ら
せ
や
暴
行
な
ど

の
人
権
侵
害
が
起
き
て
い
る
た
め
、

国
で
は
、
平
成
14
年
８
月
、「
ホ
ー
ム

レ
ス
の
自
立
支
援
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法
」を
施
行
し
、
同
法
に
基
づ
き
、

平
成
15
年
７
月
、「
ホ
ー
ム
レ
ス
の
自

立
支
援
等
に
関
す
る
基
本
方
針
」を
策

定
、
５
年
ご
と
に
見
直
し
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
も
ホ
ー
ム
レ
ス
の
人
た
ち

の
人
権
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
地

域
社
会
の
理
解
と
協
力
が
必
要
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　
協
働
・
人
権
推
進
係

み
ん
な
で
築
こ
う
　
　
人
権
の
世
紀

～
ホ
ー
ム
レ
ス
に 

　
　

　
　
　
関
す
る
人
権
～

障
害
者
雇
用
促
進
面
談
会

　
障
害
者
の
働
く
機
会
拡
大
の
た
め
、

企
業
の
人
事
担
当
者
と
障
害
者
の
面

談
会
を
開
催
し
ま
す
。

●
と　
き　
２
月
20
日（
金
）

　
正
午
～
午
後
４
時

●
と
こ
ろ　
福
岡
国
際
会
議
場（
福
岡

市
博
多
区
石
城
町
）

●
費　
用　
無
料

●
持
っ
て
く
る
も
の　
履
歴
書

●
問
い
合
わ
せ

　
福
岡
中
央
公
共
職
業
安
定
所

　
☎
０
９
２（
７
１
２
）８
６
０
９

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
は

口
座
振
替
が
お
得
で
す

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
に
口
座

振
替
を
利
用
す
る
と
、
保
険
料
が
自

動
的
に
引
き
落
と
さ
れ
る
の
で
、
納

付
の
手
間
が
省
け
、
納
め
忘
れ
も
な

く
、
と
て
も
便
利
で
す
。
ま
た
、
当

月
分
保
険
料
を
、
当
月
末
に
振
替
納

付
す
る
こ
と
で
、
月
々
50
円
割
引
さ

れ
る
早
割
制
度
や
割
引
額
が
多
い
６

か
月
前
納
・
１
年
前
納
・
２
年
前
納

も
あ
り
ま
す
。

●
前
納
の
申
込
期
限

【
６
か
月
前
納
】

　
▽
４
月
～
９
月
分　

２
月
末

　
▽
10
月
～
翌
年
３
月
分　

８
月
末

【
１
年
前
納（
４
月
～
翌
年
３
月
分
）】

　
２
月
末

【
２
年
前
納（
４
月
～
翌
々
年
３
月
分
）】

　
２
月
末

●
申
込
方
法　
納
付
書
ま
た
は
年
金

手
帳
、通
帳
、金
融
機
関
届
出
印
を

持
っ
て
窓
口
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
▽
八
幡
年
金
事
務
所

　　

☎
０
９
３（
６
３
１
）７
９
６
２

　
▽
国
保
年
金
係

「
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」

が
１
月
末
頃
に
送
付
さ
れ
ま
す

　

平
成
26
年
中
に
厚
生
年
金
保
険
、

国
民
年
金
な
ど
を
受
給
し
た
人
に
、

平
成
26
年
分
の
年
金
の
金
額
や
源
泉

徴
収
さ
れ
た
所
得
税
額
な
ど
を
お
知

ら
せ
す
る「
平
成
26
年
分
公
的
年
金

等
の
源
泉
徴
収
票
」が
日
本
年
金
機

構
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
。
源
泉
徴
収

票
は
確
定
申
告
な
ど
で
必
要
で
す
の

で
、大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

※
障
害
年
金
と
遺
族
年
金
は
課
税
対

象
で
は
な
い
の
で
、
源
泉
徴
収
票

は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

●
問
い
合
わ
せ　
八
幡
年
金
事
務
所

　
☎
０
９
３（
６
３
１
）７
９
６
２

貴重な自然を次世代へ

蟹
が に

喰
は み

池クリーン作戦
　蟹喰池は絶滅危惧種「オニバス」の自生地で、池の中に
はメダカやヨシノボリなど在来の生き物も生息しています。
秋から冬にかけて生育環境改善のため、池の水抜き（池干
し）を行っています。普段入ることのないため池の中に入り、
豊かな生態系と里地の保全・再生のため、一緒に清掃活動
をしませんか。事前申し込みは不要です。
●とき・ところ　２月 28 日（土）　午前９時〜（１時間程度）
　蟹喰池（遠賀町大字尾崎）

［受付］遠賀町役場玄関前　午前８時 30 分〜８時 45 分
　※雨天の場合は中止です。
●その他　蟹喰池の周辺に駐車できるスペースはほとんど

ありませんので、現地まではマイクロバスに乗って移動
します。直接現地へ行く人は、徒歩でお越しください。
●持ってくるもの　ゴム手袋、長靴、胴長（持っている人

のみ）、不用になったレジ袋（３枚程度）
●問い合わせ　社会教育係
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おんがの皆さん
　　こんにちは

from ALT
Chance Griffin

　

新
し
い
年
、
そ
し
て
新
学
期
が
始
ま

り
ま
し
た
。

　

3
学
期
は
実
り
多
い
楽
し
い
も
の
に

な
る
よ
う
に
、
全
員
で
参
加
で
き
る
楽

し
い
授
業
や
活
動
を
計
画
し
て
い
ま
す
。

き
っ
と
す
ば
ら
し
い
時
間
が
過
ご
せ
る

で
し
ょ
う
。

　

子
ど
も
た
ち
は
春
か
ら
ず
っ
と
が
ん

ば
っ
て
い
て
、ど
の
授
業
も
特
別
な
も

の
に
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。楽
し
み
な

が
ら
英
語
を
使
う
こ
と
に
チ
ャ
レ
ン
ジ

し
て
い
る
こ
と
、そ
し
て
、そ
の
機
会
を

私
自
身
が
提
供
で
き
て
い
る
こ
と
を
と

て
も
幸
せ
に
思
っ
て
い
ま
す
。そ
の
こ

と
が
、学
校
の
内
外
で
、ワ
ク
ワ
ク
す
る

よ
う
な
ふ
れ
あ
い
や
授
業
に
つ
な
が
っ

て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
た
ち
と
学
校
職
員
の
み
な
さ

ん
は
、私
の
遠
賀
町
で
の
最
初
の
1
年

を
、楽
し
く
て
エ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン
グ
な
も

の
に
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。そ
れ
が
も
っ

と
続
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。こ
の
1

年
を
忘
れ
ら
れ
な
い
も
の
に
し
て
く
れ

た
皆
さ
ん
に「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
」と
お
伝
え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、楽
し
み
な
が
ら
英
語
学

習
を
続
け
て
、新
し
い
年
と
新
学
期
を

思
い
出
あ
ふ
れ
る
も
の
に
し
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

●
問
い
合
わ
せ　
学
校
教
育
係



②
月
の
催
し
物

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
ふ
れ
あ
い
の
里
セ
ン
タ
ー

※
毎
週
月
曜
日
は
休
館
日
で
す
。

遠
賀
町
ふ
れ
あ
い
の
里

遠
賀
町
ふ
れ
あ
い
の
里

遠
賀
町
ふ
れ
あ
い
の
里

そ
ば
教
室（
め
ん
工
房
）

●
と　
き　
２
月
15
日（
日
）

　
午
前
10
時
〜
正
午

●
定　
員　
先
着
８
人

●
費　
用　
２
０
０
０
円

●
申
込
期
限　
２
月
８
日（
日
）

パ
ン
教
室（
パ
ン
工
房
）

●
と　
き　
２
月
15
日（
日
）

午
前
10
時
〜
午
後
１
時

●
内　

容
　
ダ
ッ
チ
タ
イ
ガ
ー
ブ

レ
ッ
ド
、
チ
ョ
コ
コ
ル
ネ

●
定　
員　
先
着
10
人

●
費　
用　
１
５
０
０
円

●
申
込
期
限　
２
月
６
日（
金
）

※
高
校
生
以
上
で
あ
れ
ば
、
遠
賀
町

外
の
人
も
参
加
で
き
ま
す
。

ふ
れ
あ
い
館  
日
曜
教
室

２
月
15
日
に
避
難
訓
練
を
実
施
し
ま
す

　
「
広
島
市
の
よ
う
な
土
砂
災
害
が
発

生
し
た
ら
…
」「
大
規
模
災
害
時
は
ど

こ
に
避
難
す
れ
ば
…
」
そ
ん
な
不
安

を
感
じ
て
い
ま
せ
ん
か
？

　

災
害
時
に
は
「
自
分
の
命
は
自
分

で
守
る
」
と
い
う
「
自
助
」
の
取
り

組
み
が
最
も
重
要
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、「
自
分
た
ち
の
地
域
は
自

分
た
ち
で
守
る
」
と
い
う
「
共
助
」

の
精
神
を
基
本
と
し
た
「
自
主
防
災

組
織
」
の
活
動
も
重
要
で
、
23
地
区

中
21
地
区
で
自
主
防
災
組
織
が
結
成

さ
れ
て
い
ま
す
。
町
内
の
自
主
防
災

組
織
で
構
成
さ
れ
る
「
遠
賀
町
自
主

防
災
連
絡
会
」
で
は
、
町
内
一
斉
避

難
訓
練
を
実
施
し
ま
す
。
災
害
時
の

不
安
を
少
し
で
も
解
消
す
る
た
め
、

避
難
訓
練
に
参
加
し
ま
し
ょ
う
。

●
問
い
合
わ
せ　
庶
務
係

【
今
回
の
訓
練
で
開
設
す
る
避
難
所
】

鬼
津
公
民
館

尾
崎
公
民
館

田
園
南
北
公
民
館
松
の
本
公
民
館

別
府
公
民
館

今
古
賀
公
民
館

遠
賀
川
公
民
館

旧
停
公
民
館

新
町
公
民
館

中
央
区
公
民
館

広
渡
公
民
館

木
守
公
民
館

上
別
府
公
民
館

若
葉
台
公
民
館

東
和
苑
公
民
館

浅
木
公
民
館

老
良
公
民
館

虫
生
津
公
民
館

緑
ヶ
丘
公
民
館

芙
蓉
公
民
館

※
網
掛
け
の
避
難
所
は
土
砂
災
害
に

　

関
す
る
避
難
所

節
分
豆
ま
き

●
と　
き　
２
月
３
日（
火
）

　
午
後
1
時
30
分
～

ふ
れ
あ
い
講
座

「
ゆ
っ
た
り
ピ
ラ
テ
ィ
ス
」

　

ゆ
っ
た
り
と
し
た
呼
吸
と
動
き
で
、

体
の
基
礎
代
謝
の
向
上
を
図
り
ま
す
。

　

バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
体
で
健
康
に

な
り
ま
し
ょ
う
。

●
と　
き　
２
月
４
日
か
ら
３
月
4
日

25
日
ま
で
の
毎
週
水
曜
日（
全
7
回
）

　
午
前
10
時
30
分
～
11
時
30
分

※
２
月
11
日（
祝
）は
除
き
ま
す
。

●
講　
師　
ピ
ラ
テ
ィ
ス
指
導
者

　
松
永
幸
代
さ
ん

●
費　
用　
３
５
０
０
円（
全
日
程
分
）

●
定　
員　
先
着
13
人

※
ヨ
ガ
マ
ッ
ト
を
持
っ
て
い
る
人
は

ご
持
参
く
だ
さ
い
。

芸
能
訪
問

●
と　
き　
２
月
24
日（
火
）

　
午
前
10
時
50
分
～
11
時
50
分

●
出　
演

　
▽
聖
峰
会（
民
謡
）

　
▽
英
流
聖
洋
会

　
▽
翠
秀
流
雅
の
会

　
▽
清
川
カ
ラ
オ
ケ
教
室

一
井
久
美
子
・
渕
上
香
先
生

の
リ
ズ
ム
体
操
教
室

●
と　
き

　

▽
２
月
５
日（
木
）

　
　

午
前
10
時
30
分
～
11
時
30
分

　

▽
２
月
17
日（
火
）

　
　

午
後
１
時
30
分
～
午
後
２
時
30
分

●
と　
き　
２
月
15
日（
日
）

　
午
前
10
時
～
11
時
30
分

●
訓
練
内
容

　

大
雨
の
影
響
で
土
砂
災
害
警
戒
情

報
が
発
表
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
町
は

土
砂
災
害
警
戒
区
域
な
ど
が
あ
る
若

松
、
鬼
津
、
尾
崎
、
田
園
南
、
別
府
、

上
別
府
、
虫
生
津
地
区
の
危
険
か
所

に
対
し
て
土
砂
災
害
に
関
す
る
避
難

勧
告
を
午
前
10
時
に
発
表
し
ま
す
。

　

そ
の
後
、
遠
賀
川
の
水
位
が
上
昇

し
た
た
め
、
町
内
全
域
に
洪
水
に
関

す
る
避
難
準
備
情
報
を
午
前
10
時
30

分
に
発
表
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
発
表

に
よ
り
、
町
民
は
土
砂
災
害
・
洪
水

に
関
す
る
避
難
所
へ
の
避
難
を
行
い

ま
す
。

※
防
災
無
線
に
よ
る
放
送
や
エ
リ
ア

　

メ
ー
ル
は
訓
練
用
で
す
。
慌
て
て

　

行
動
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

【
避
難
の
流
れ
】

　

各
地
区
が
決
定
し
た
訓
練
計
画
を

優
先
し
ま
す
。
当
日
は
役
員
の
指
示

に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。
訓
練
の
基
本

的
な
流
れ
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①
訓
練
開
始
前
に
自
分
と
家
族
の
避

　

難
所
が
ど
こ
に
な
る
の
か
「
高
台

　

マ
ッ
プ
」
や
「
土
砂
災
害
ハ
ザ
ー

　

ド
マ
ッ
プ
」
で
確
認
す
る
。

②
午
前
10
時
に
土
砂
災
害
に
関
す
る

避
難
勧
告
の
発
表
後
、
土
砂
災
害

の
危
険
性
が
あ
る
所
に
住
ん
で
い

る
人
は
避
難
所
へ
避
難
を
開
始
す

る
。
午
前
10
時
30
分
に
洪
水
に

関
す
る
避
難
準
備
情
報
の
発
表
後
、

す
べ
て
の
人
が
徒
歩
で
避
難
所
へ

の
避
難
を
開
始
す
る
。

※
防
災
無
線
の
放
送
が
は
っ
き
り
聞

　

こ
え
な
か
っ
た
場
合
は

　
「
０
１
８
０（
９
９
９
）７
７
７
」

　

に
問
い
合
わ
せ
、
放
送
内
容
を
確

　

認
し
ま
し
ょ
う
。

③
避
難
の
と
き
は
、
浸
水
し
そ
う
な

地
域
、
水
が
あ
ふ
れ
そ
う
な
河
川

や
水
路
、
が
け
崩
れ
が
起
き
そ
う

な
場
所
な
ど
の
「
危
険
か
所
」
や

時
間
的
余
裕
が
無
い
場
合
に
ど
の

よ
う
な
行
動
を
と
る
か
確
認
し
な

が
ら
避
難
し
ま
し
ょ
う
。

④
で
き
る
だ
け
近
所
の
高
齢
者
な
ど

と
一
緒
に
避
難
す
る
よ
う
心
が
け

て
く
だ
さ
い
。
も
し
高
齢
者
な
ど

が
避
難
訓
練
に
参
加
で
き
な
い
場

合
は
、
声
か
け
な
ど
の
情
報
伝
達

の
訓
練
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

訓
練
内
容
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※
各
イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
参
加
や
観
覧
は

無
料
で
す
が
、
入
館
料
が
必
要
で
す
。
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おたんじょうびおめでとうおたんじょうびおめでとうおたんじょうびおめでとう

掲載を希望する人は、広報発行日の1か月前までに、まちづくり課（広報担当）にお申し込みください。

いつもみんなを笑顔にしてく
れてありがとう♥パパとママ
の一生の宝だよ♥

戸
井

　美
玲 

ち
ゃ
ん

戸
井

　美
玲 

ち
ゃ
ん

（
別
府
）

（
別
府
）

平成26年
１月
30日生

平成26年
１月
30日生

と
い

み
れ
い

笑顔が素敵なゆうのすけくん
１歳のお誕生日おめでとう★
お姉ちゃんと仲良く、すくす
く育ちますように♪♪♪

安
永
悠
之
助 

ち
ゃ
ん

安
永
悠
之
助 

ち
ゃ
ん

（
尾
崎
）

（
尾
崎
）

や
す
な
が

ゆ
う
の
す
け

平成26年
１月
16日生

平成26年
１月
16日生

　バスに乗って博物館に行きませんか。現地では自由行動となり
ますので、博物館や観光をのんびりとお楽しみください。
●と　き　２月19日（木）　午前９時〜午後３時40分
【行程】
午前9時 遠賀町役場集合・出発
午前10時40分 福岡市博物館到着

博物館見学・百道浜周辺自由行動
午後２時30分 福岡市博物館出発
午後３時40分 遠賀町役場到着・解散
●ところ　福岡市博物館（福岡市早良区百道浜）
●対　象　町内在住の人
●定　員　20人
※本人を含む２人まで申し込めます。申込者多数の場合は抽選とな

ります。
●費　用　観覧料、交通費込みの金額です。
　▽一般　１８００円　▽高校生・大学生　１４００円
※昼食は各自で負担となります。
※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳（介護者１人

を含む）、特定疾病医療受給者証・先天性血液凝固因子障害等医
療受給者証・小児慢性特定疾患医療受診券をお持ちの人は観覧料
が無料となりますので、申込時にお知らせください。

●申込期限　２月５日（木）
●申し込み・問い合わせ　社会教育係

ボルドー展～美と陶酔の都へ～
福岡市博物館へ行こう

　

　平成 27 年４月１日（水）から遠賀・中間リレーセンターへのごみ
の持ち込み料金（自己搬入料金）を下表のとおり改定します。
【現行料金（平成 27年 3月 31 日まで）】

ごみの重量 料　金
10㎏未満 一律　100円
10㎏以上100㎏以下 10㎏ごとに100円
100㎏を超えるもの 10㎏ごとに200円

【改定料金（平成 27年４月１日から）】
ごみの重量 料　金
10㎏未満 一律　216円
10㎏以上 10㎏ごとに216円

●問い合わせ　遠賀・中間地域広域行政事務組合業務第１課
　☎０９３（２９３）３５８１

ごみの自己搬入料金の改定

乾燥する冬は
火の元にご用心

◆トラッキング現象による出火
　コンセントとプラグの隙間にほこりなどがたまり、湿気を帯び
たりすると火花放電が起こります。その部分が炭化し絶縁状態が
悪くなり、プラグ両刃間がショートして発火するという現象です。

▽コンセントとプラグの隙間にほこりをためないように定期的
に清掃しましょう。

▽たこ足配線などのコンセントの増設もトラッキング現象の可
能性を高めることになりますので、注意しましょう。

◆ベランダに物やゴミなどを置かない
　アパートなどでベランダにものやゴミなどを置くと、火災時に
上階に延焼する危険があります。また、「非常の時は、ここを破っ
て隣戸へ避難できます／避難のため、ここには物を置かないでく
ださい」と書いてある蹴破り戸の前は、避難の妨げになりますの
で、日頃から物を置かないようにしましょう。
◆ガスコンロなどのグリル火災

▽調理中はその場を離れずに、取扱説明書に書いてある使用方
法を守って使いましょう。

▽グリル内をこまめに手入れし、油かすなどの可燃物を取り除
きましょう。

●問い合わせ　遠賀郡消防本部警防課　☎０９３（２９３）８１２４

～西川の不法係留船対策～
第４期重点的撤去区域を設定

遠賀川

第１期・第 2期・第 3期

第 4期（その 1）※新たに追加した区間

西川

吉原川

若松橋
鶴前水門

遠

賀

川

遠
賀
川

河
口
堰

な
み
か
け
大
橋

道
管
橋

前
川 戸

切
川

江川

鯨瀬防潮樋門・江川橋

汐入川

砂浜

芦屋橋

１
ｋ
０
０
０

１
ｋ
０
０
０

新
西
川
橋

島
津
橋

J
R
鉄
道
橋

西
祇
園
橋

　国土交通省では、平成23年度から遠賀川河口域に重点的撤去区
域を段階的に設定し、不法係留船対策を進めています。平成26年
10月１日からは、新たに「第４期重点的撤去区域（その１）」が設定
されました。区域内にプレジャーボートなどを不法に係留してい
る人は、行政指導（移動・撤去の要請や強制的な移動・撤去）の対
象になりますので、速やかに移動しましょう。
●ところ　西川（距離票1k000）〜新西川橋
●問い合わせ　
　▽国土交通省九州地方整備局遠賀川河川事務所占用調整課
　　☎０９４９（２２）１８３０
　▽福岡県北九州県土整備事務所用地課
　　☎０９３（６９１）２７６４

●段階的な重点的撤去区域【第１期〜第４期（その１）】

10広報おんが　2015.1.25


